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（別紙）予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

１．予 算  

 
平成１６年度～平成２１年度 予算 

 
（単位：百万円） 

区 分 金 額 
収入 
運営費交付金 
施設整備費補助金 
施設整備資金貸付金償還時補助金 
自己収入 
 授業料及入学金検定料収入 
 財産処分収入 
雑収入 

産学連携等研究収入及び寄付金収入等 
長期借入金収入 

計 

 
           ４４，８４３ 
              ４１６ 
            ２，７６３ 
           ３０，４８４ 
           ２９，９２３ 
                ０ 
              ５６１ 
            ２，１５５ 
                ０ 
           ８０，６６１ 

支出 
業務費 
教育研究経費 
一般管理費 

施設整備費 
 産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 
長期借入金償還金 

計 

 
           ７５，３２７ 
           ５７，８１５ 
           １７，５１２ 
              ４１６ 
            ２，１５５ 
            ２，７６３ 
           ８０，６６１ 

 
【人件費の見積り】 
  中期目標期間中総額５５，９１８百万円を支出する。（退職手当は除く） 
 
注）人件費の見積りについては、１７年度以降は１６年度の人件費見積り額を踏まえ試算している。 
注）退職手当については、国立大学法人茨城大学教職員退職金規則に基づいて支給することとする
が、運営費交付金として措置される額については、各事業年度の予算編成過程において国家公務
員退職手当法に準じて算定される。 

注）組織設置に伴う学年進行の影響は考慮していない。 
 
 

国立大学法人の運営費交付金算定ルール 
 
 
○毎事業年度に交付する運営費交付金については、以下の事業区分に基づき、それぞれの対応する

数式により算定したもので決定する。 
 
Ⅰ〔学部教育等標準運営費交付金対象事業費〕 

①「一般管理費」：管理運営に必要な職員（役員含む）の人件費相当額及び管理運営経費の総額。 
   Ｌ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＬ（ｙ）。 
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  ②「学部・大学院教育研究経費」：学部・大学院の教育研究に必要な設置基準上の教職員の人件
費相当額及び教育研究経費の総額。 

   Ｄ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＤ（ｙ）。 
   （Ｄ（ｘ）は、設置基準に基づく教員にかかる給与費相当額。） 
 
  ③「附属学校教育研究経費」：附属学校の教育研究に必要な標準法上の教職員の人件費相当額及

び教育研究経費の総額。 
   Ｄ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＤ（ｙ）。 
   （Ｄ（ｘ）は、標準法に基づく教員にかかる給与費相当額。） 
 

  ④「教育等施設基盤経費」：教育研究等を実施するための基盤となる施設の維持保全に必要とな
る経費。 

   Ｆ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＦ（ｙ）。 
 
〔学部教育等標準運営費交付金対象収入〕 
⑤「入学料収入」：当該事業年度における入学定員数に入学料標準額を乗じた額。 

   （平成 15 年度入学料免除率で算出される免除相当額については除外） 
 

⑥「授業料収入」：当該事業年度における収容定員数に授業料標準額を乗じた額。 
   （平成 15 年度授業料免除率で算出される免除相当額については除外） 
 
Ⅱ〔特定運営費交付金対象事業費〕 

⑦「学部・大学院教育研究経費」：学部・大学院の教育研究活動の実態に応じて必要となる教職
員の人件費相当額及び教育研究経費の総額。 

   Ｄ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＤ（ｙ）。 

 
⑧「附属学校教育研究経費」：附属学校の教育研究活動の実態に応じて必要となる教職員の人件
費相当額及び教育研究経費の総額。 

   Ｄ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＤ（ｙ）。 
 

⑪「附属施設等経費」：附属施設の研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経費の
総額。 

   Ｅ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＥ（ｙ）。 
 

⑫「特別教育研究経費」：特別教育研究経費として、当該事業年度において措置する経費。 
 

⑬「特殊要因経費」：特殊要因経費として、当該事業年度において措置する経費。 
 
〔特定運営費交付金対象収入〕 
⑭「その他収入」：検定料収入、入学料収入（入学定員超過分）、授業料収入（収容定員超過分）、

雑収入。平成 16 年度予算額を基準とし、中期計画期間中は同額。 
 

◇「運営費交付金 ＝ Ａ(y) ＋ Ｃ(y)」 

 
１．毎事業年度の教育研究経費にかかる学部教育等標準運営費交付金及び特定運営費交付金につい
ては、以下の数式により決定する。 

   Ａ(y) ＝Ｄ(y) ＋Ｅ(y)＋Ｆ(y) ＋Ｇ(y)－Ｈ(y) 
 
 （１）Ｄ(y) ＝｛Ｄ（ｙ－１）×β（係数）×γ（係数）－Ｄ(ｘ)｝×α（係数）＋Ｄ(ｘ) 
 （２）Ｅ(y) ＝Ｅ（ｙ－１）×β（係数）×α（係数） 
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 （３）Ｆ(y) ＝Ｆ（ｙ－１）×α（係数）±ε（施設面積調整額） 
 （４）Ｇ(y) ＝Ｇ（ｙ） 
 （５）Ｈ(y) ＝Ｈ（ｙ）                                             
  Ｄ(y)：学部・大学院教育研究経費（②、⑦）、附属学校教育研究経費（③、⑧）を対象。 
  Ｅ(y)：附属施設等経費（⑪）を対象。 
  Ｆ(y)：教育等施設基盤経費（④）を対象。 
  Ｇ(y)：特別教育研究経費（⑫）を対象。 
  Ｈ(y)：入学料収入（⑤）、授業料収入（⑥）、その他収入（⑭）を対象。 
 
２．毎事業年度の一般管理費等にかかる学部教育等標準運営費交付金及び特定運営費交付金につい

ては、以下の数式により決定する。 
   Ｃ(y) ＝Ｌ(y) ＋Ｍ(y) 
 
 （１）Ｌ(y) ＝Ｌ（ｙ－１）×α（係数） 
 （２）Ｍ(y) ＝Ｍ（ｙ）                                             
  Ｌ(y)：一般管理費（①）を対象。 
  Ｍ(y)：特殊要因経費（⑬）を対象。 
                                              
 
  【 諸 係 数 】 
α（アルファ） ：効率化係数。△１％とする。 
β（ベータ）  ：教育研究政策係数。物価動向等の社会経済情勢等及び教育研究上の必要性を総合

的に勘案して必要に応じ運用するための係数。 
各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な係数値を決定。 
なお、物価動向等の社会経済情勢等を総合的に勘案した係数を運用する場合には、

一般管理経費についても必要に応じ同様の調整を行う。 
γ（ガンマ）  ：教育研究組織係数。学部・大学院等の組織整備に対応するための係数。 

各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な係数値を決定。 
ε（イプシロン）：施設面積調整額。施設の経年別保有面積の変動に対応するための調整額。 

各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定。 
 
 
注）運営費交付金は上記算定ルールに基づき、一定の仮定の下に試算されたものであり、各事業年
度の運営費交付金については、予算編成過程においてルールを適用して再計算され、決定される。 

  なお、運営費交付金で措置される「特別教育研究経費」「特殊要因経費」については、１７年度
以降は１６年度と同額として試算しているが、教育研究の進展等により所要額の変動が予想され
るため、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程において決定される。 

 
注）施設整備費補助金、長期借入金収入は、「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上してい
る。 

 
注）施設整備資金貸付金償還時補助金は、償還計画に基づく所要額を計上している。 
 
注）自己収入、産学連携等研究収入及び寄付金収入等については、平成１６年度予算額により試算
した収入予定額を計上している。 

 
注）産学連携等研究収入及び寄付金収入等は、版権及び特許権等収入を含む。 
 
注）業務費、施設整備費については、平成１６年度予算額により試算した支出予定額を計上してい
る。 
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注）産学連携等研究経費及び寄付金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄付金収入等により行わ
れる事業経費を計上している。 

 
注）長期借入金償還金については、償還計画に基づく所要額を計上している。 
 
注）運営費交付金算定ルールに基づく試算において「教育研究政策係数」「教育研究組織係数」は１
とし、また、「施設面積調整額」については、面積調整はないものとして試算している。 
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２．収支計画  

 
平成１６年度～平成２１年度 収支計画 

 
（単位：百万円） 

区 分 金 額 
費用の部 
経常費用 
業務費 
教育研究経費 
受託研究費等 
役員人件費 
教員人件費 
職員人件費 

  一般管理費 
  財務費用 
  雑損 
  減価償却費 
 臨時損失 
 
 
収入の部 
経常収益 
運営費交付金 

 授業料収益 
 入学金収益 
 検定料収益 
 受託研究等収益 
 寄附金収益 
 財務収益 
雑益 
資産見返運営費交付金戻入 
資産見返寄附金戻入 
資産見返物品受贈額戻入 

臨時収益 
 
 
純利益 
総利益 
 

 
           ７８，１５５ 
           ７５，３２４ 
           １３，４０２ 

１，２６２ 
６０５ 

           ４５，１７９ 
           １４，８７６ 

２，０１４ 
                ０ 
                ０ 
              ８１７ 
                ０ 
 
 
 
           ７８，１５５ 
           ４４，７５８ 
           ２４，７６９ 

３，９８４ 
１，１２３ 
１，２６２ 

８８１ 
                ０ 
              ５６１ 
              ５３０ 
               ４９ 
              ２３８ 
                ０ 
 
 
                ０ 
                ０ 

 
注）受託研究費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。 
 
注）受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。 
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３．資金計画  

 
平成１６年度～平成２１年度 資金計画 

 
（単位：百万円） 

区 分 金 額 
資金支出 
業務活動による支出 
投資活動による支出 
財務活動による支出 
次期中期目標期間への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 
運営費交付金による収入 

 授業料及入学金検定料による収入 
 受託研究等収入 
 寄付金収入 
 その他の収入 
投資活動による収入 
施設費による収入 
その他の収入 

財務活動による収入 
前期中期目標期間よりの繰越金 

 

           ８０，９９１ 
           ７７，３３７ 
              ５６１ 

２，７６３ 
３３０ 

 
           ８０，９９１ 
           ７７，４８２ 
           ４４，８４３ 
           ２９，９２３ 

１，２６２ 
８９３ 

              ５６１ 
            ３，１７９ 
            ３，１７９ 
                ０ 
                ０ 
              ３３０ 

 
［注１］施設費による収入には、独立行政法人国立大学財務・経営センターにおける施設費交付事

業に係る交付金を含む。 
［注２］前期中期目標期間よりの繰越金には、奨学寄附金に係る国からの承継見込み額（３３０百

万円）が含まれている。 
 


